
  

一 

消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
目
的 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
の
法
律
は
、
消
費
者
が
苦
情
の
申
出
等
を
行
う
機
会
を
十
分
に
確
保
す
る
こ
と
等
そ
の
利
益
を
擁
護
す
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
一
方
で
、
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
が
従
業
者
等
の
業
務
の
遂
行
に
支
障
を
生
じ
さ
せ
、
及
び
従
業
者
等
の

心
身
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
と
も
に
、
事
業
者
の
事
業
活
動
や
他
の
消
費
者
の
消
費
生
活
に
も
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

が
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
等
に
鑑
み
、
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
対
策
（
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
に
係
る

問
題
に
対
処
す
る
た
め
の
施
策
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
国
の
責
務
等
を
明
ら
か
に
し
、
及

び
基
本
方
針
の
策
定
そ
の
他
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
対
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
等
に
よ
り
、
消
費

者
の
利
益
が
擁
護
さ
れ
る
よ
う
配
慮
し
つ
つ
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
対
策
を
総
合
的
に
推
進
し
て
、
従
業
者
等
が

そ
の
有
す
る
能
力
を
有
効
に
発
揮
す
る
と
と
も
に
健
康
で
充
実
し
た
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
、
も
っ
て
従
業

者
等
の
福
祉
の
増
進
と
社
会
経
済
の
健
全
な
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 

（
第
一
条
関
係
） 

第
二 

定
義 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
消
費
者
対
応
業
務
」
と
は
、
事
業
者
の
使
用
人
、
役
員
そ
の
他
の
従
業
者
又
は
個
人
事
業
者



 

二 

（
以
下
「
従
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
個
人
に
対
す
る
物
品
又
は
役
務
の
提
供
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
事
業
活
動
（
専

ら
従
業
者
等
と
し
て
の
個
人
に
対
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
業
務
の
相
手
方
に
接
し
、
又
は
応
対
す
る
業
務
を

い
う
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
」
と
は
、
従
業
者
等
に
対
し
、
そ
の
消
費
者
対
応
業
務
に
関

連
し
て
行
わ
れ
る
そ
の
相
手
方
の
行
為
の
う
ち
、
著
し
く
粗
野
又
は
乱
暴
な
言
動
を
行
う
こ
と
そ
の
他
の
行
為
で
あ
っ
て

当
該
従
業
者
等
に
業
務
上
受
忍
す
べ
き
範
囲
を
超
え
て
精
神
的
又
は
身
体
的
な
苦
痛
を
与
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
（
当

該
従
業
者
等
と
業
務
上
の
関
係
を
有
す
る
従
業
者
等
が
そ
の
業
務
に
関
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
こ
と
。 

（
第
二
条
関
係
） 

第
三 

基
本
理
念 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 

消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
対
策
は
、
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
に
よ
り
従
業
者
等
の
就
業
環
境
が
害
さ

れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 

２ 

消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
対
策
は
、
そ
の
従
業
者
等
に
消
費
者
対
応
業
務
を
行
わ
せ
る
事
業
者
（
以
下
単
に

「
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
に
係
る
そ
の
従
業
者
等
の
保
護
の
た
め
の
取
組
（
以
下



  

三 

「
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
に
係
る
取
組
」
と
い
う
。
）
を
主
体
的
に
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
認
識
の

下
に
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 

３ 

消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
対
策
を
推
進
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
消
費
者
の
苦
情
の
申
出
等
を
行
う
機
会
を
十
分

に
確
保
す
る
こ
と
が
当
該
消
費
者
の
利
益
を
擁
護
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
事
業
者
の
事
業
活
動
の
発
展
に
資
す
る
こ

と
に
鑑
み
、
消
費
者
か
ら
の
苦
情
の
申
出
等
が
不
当
に
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
特
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
三
条
関
係
） 

第
四 

国
の
責
務
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１ 

国
は
、
第
三
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
対
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す

る
責
務
を
有
す
る
こ
と
。 

２ 

地
方
公
共
団
体
は
、
第
三
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
対
策
に
関
し
、
国
と
の
連
携

を
図
り
つ
つ
、
そ
の
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
こ
と
。 

３ 

事
業
者
は
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
対
策
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
消



 

四 

費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
に
係
る
取
組
を
主
体
的
に
行
う
責
務
を
有
す
る
こ
と
。 

４ 
事
業
者
団
体
（
事
業
者
を
構
成
員
に
含
む
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
消

費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
対
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
構
成
員
で
あ
る
事
業
者
が
行
う
消
費
者

対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
に
係
る
取
組
に
つ
い
て
、
必
要
な
助
言
、
協
力
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
責
務
を
有
す
る
こ
と
。 

５ 

国
民
は
、
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
を
防
止
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
対
す
る
関
心
と
理
解
を
深
め
る
よ
う
努
め

る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
四
条
関
係
） 

第
五 

消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
防
止
啓
発
月
間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

１ 

国
民
の
間
に
広
く
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
を
防
止
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
対
す
る
関
心
と
理
解
を
深
め
る
た

め
、
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
防
止
啓
発
月
間
を
設
け
る
こ
と
。 

 

２ 

消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
防
止
啓
発
月
間
は
、
十
月
と
す
る
こ
と
。 

 

３ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
防
止
啓
発
月
間
の
趣
旨
に
ふ
さ
わ
し
い
事
業
を
実
施
す

る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 



  

五 

（
第
五
条
関
係
） 

第
六 
法
制
上
の
措
置
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

政
府
は
、
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
対
策
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
法
制
上
又
は
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
六
条
関
係
） 

第
七 

基
本
方
針 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１ 

政
府
は
、
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
対
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」

と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 

２ 

基
本
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

① 

消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
対
策
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
方
向 

 
 

② 

第
八
の
基
本
的
施
策
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項 

 
 

③ 

①
及
び
②
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
対
策
の
推
進
に
関
す
る
重
要
事
項 

 

３ 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
基
本
方
針
の
案
を
作
成
し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 

４ 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
基
本
方
針
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
関
係
行
政
機
関
の
長



 

六 

と
協
議
す
る
と
と
も
に
、
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
対
策
推
進
協
議
会
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

５ 
厚
生
労
働
大
臣
は
、
３
に
よ
る
閣
議
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。 

 

６ 

政
府
は
、
定
期
的
に
、
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
に
関
す
る
実
態
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公
表
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 

７ 

政
府
は
、
６
に
よ
る
実
態
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
適
時
に
、
基
本
方
針
に
基
づ
く
施
策
の
実
施
の
状
況
に
つ
い

て
、
評
価
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 

８ 

政
府
は
、
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
に
関
す
る
状
況
の
変
化
を
勘
案
し
、
及
び
７
の
評
価
を
踏
ま
え
、
少
な
く

と
も
五
年
ご
と
に
、
基
本
方
針
に
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
七
条
関
係
） 

第
八 

基
本
的
施
策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一 

事
業
者
が
行
う
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
に
係
る
取
組
の
促
進 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

七 

 
 
 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
事
業
者
が
行
う
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
に
係
る
取
組
を
促
進
す
る
た
め
、
次
に

掲
げ
る
施
策
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

① 
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
の
事
例
、
事
業
者
が
行
う
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
に
係
る
取
組
に
よ
り

と
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
べ
き
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
へ
の
適
切
な
対
処
方
法
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
を
定
め

た
指
針
を
作
成
し
、
公
表
す
る
こ
と
。 

 
 

② 

事
業
者
及
び
事
業
者
団
体
に
対
し
、
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
に
係
る
取
組
に
関
す
る
事
例
そ
の
他
の
そ
の

実
施
に
有
用
な
情
報
の
提
供
を
行
う
こ
と
。 

 
 

③ 

事
業
者
又
は
事
業
者
団
体
に
よ
る
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
へ
の
具
体
的
な
対
処
の
方
針
の
作
成
に
関
し
、

必
要
な
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。 

④ 

事
業
者
に
対
し
、
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
に
係
る
取
組
の
実
施
の
た
め
の
助
成
を
行
う
こ
と
。 

 
 

⑤ 

消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
、
事
業
者
に
よ
る
正
確
な
事
実
の
把
握
、
記
録
の
作
成

及
び
保
存
そ
の
他
の
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
へ
の
事
後
対
応
及
び
将
来
の
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為

へ
の
適
切
な
対
処
に
資
す
る
取
組
を
支
援
す
る
こ
と
。 



 

八 

 
 

⑥ 

消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
事
業
者
が
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
へ
の
対
処

に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
の
助
言
及
び
指
導
そ
の
他
の
必
要
な
援
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
の
整
備

を
行
う
こ
と
。 

（
第
八
条
関
係
） 

二 

相
談
体
制
の
整
備
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
に
よ
り
心
身
に
被
害
を
受
け
た
従
業
者
等
（
以
下
「
被

害
従
業
者
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
の
相
談
に
的
確
に
応
ず
る
た
め
、
身
近
に
相
談
す
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
の
整
備
そ
の

他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
九
条
関
係
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

三 

保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
提
供 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
被
害
従
業
者
等
が
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
に
よ
り
心
身
に
受
け
た
影
響
か
ら
回

復
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
当
該
被
害
従
業
者
等
に
対
し
そ
の
心
身
の
状
況
に
応
じ
た
適
切
な
保
健
医
療

サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

（
第
十
条
関
係
） 

 

四 

再
就
職
の
促
進
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

九 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
に
よ
り
心
身
に
被
害
を
受
け
た
た
め
離
職
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
者
の
就
業
を
促
進
す
る
た
め
、
職
業
紹
介
、
職
業
訓
練
等
の
体
制
の
整
備
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
一
条
関
係
） 

 

五 

民
間
団
体
の
活
動
に
対
す
る
支
援 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
民
間
の
団
体
が
行
う
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
の
防
止
、
被
害
従
業
者
等
に
対
す

る
支
援
等
に
関
す
る
活
動
を
支
援
す
る
た
め
、
情
報
の
提
供
、
助
言
、
助
成
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
二
条
関
係
） 

 

六 

人
材
の
育
成
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
に
係
る
取
組
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
す
る
人
材
そ

の
他
の
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
対
策
の
推
進
に
寄
与
す
る
人
材
の
育
成
、
資
質
の
向
上
及
び
確
保
を
図
る
た
め
、

消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
に
係
る
取
組
に
関
す
る
研
修
の
機
会
の
確
保
及
び
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
施
策

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
三
条
関
係
） 

 

七 

調
査
研
究
の
推
進
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

一
〇 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
適
切
な
対
処
方
法
に
関
す
る

研
究
そ
の
他
の
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
対
策
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
の
推
進
並
び
に
そ
の
成
果
の
普
及
に
必

要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

（
第
十
四
条
関
係
） 

 

八 

啓
発
及
び
教
育
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
を
防
止
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
対
す
る
国
民
の
関
心
と

理
解
を
深
め
る
た
め
、
七
の
調
査
及
び
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
た
啓
発
活
動
及
び
教
育
活
動
の
実
施
そ
の
他
の
必
要
な
施

策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
五
条
関
係
） 

 

九 

連
携
協
力
体
制
の
整
備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
対
策
が
効
果
的
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
関
係
省
庁
相
互

間
そ
の
他
関
係
機
関
、
労
働
者
団
体
、
事
業
者
団
体
そ
の
他
の
民
間
の
団
体
等
の
間
に
お
け
る
連
携
協
力
体
制
の
整
備
を

図
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
六
条
関
係
） 

第
九 

消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
対
策
推
進
協
議
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１ 

厚
生
労
働
省
に
、
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
対
策
推
進
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
こ
と
。 



  

一
一 

２ 

協
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
こ
と
。 

① 

基
本
方
針
に
関
し
、
第
七
の
４
の
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。 

② 
①
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
、
消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
対
策
に
関
す
る
重

要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。 

③ 

第
七
の
６
に
よ
る
実
態
調
査
の
実
施
の
状
況
に
つ
い
て
評
価
を
行
い
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
厚
生
労
働

大
臣
又
は
関
係
行
政
機
関
の
長
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。 

 

３ 

協
議
会
は
、
２
の
③
に
掲
げ
る
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、

資
料
の
提
出
、
意
見
の
表
明
、
説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

４ 

協
議
会
は
、
委
員
二
十
人
以
内
で
組
織
す
る
こ
と
。 

 

５ 

協
議
会
の
委
員
は
、
消
費
者
対
応
業
務
を
行
う
従
業
者
等
を
代
表
す
る
者
、
事
業
者
を
代
表
す
る
者
及
び
学
識
経
験
を

有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
厚
生
労
働
大
臣
が
任
命
す
る
こ
と
。 

 

６ 

協
議
会
の
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
こ
と
。 

（
第
十
七
条
及
び
第
十
八
条
関
係
） 



 

一
二 

第
十 

施
行
期
日
等 

 

一 
施
行
期
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

（
附
則
第
一
条
関
係
） 

二 

基
本
方
針
の
最
初
の
検
討 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
七
の
８
に
よ
る
基
本
方
針
の
最
初
の
検
討
は
、
第
七
の
３
に
よ
る
閣
議
の
決
定
が
あ
っ
た
日
か
ら
お
お
む
ね
三
年
以

内
に
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
二
条
関
係
） 

 

三 

消
費
者
対
応
業
務
関
連
特
定
行
為
に
対
す
る
規
制
の
在
り
方
の
検
討 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
二
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
消
費
者
対
応
業
務

関
連
特
定
行
為
に
対
す
る
規
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基

づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

２ 

１
に
よ
る
検
討
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
協
議
会
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
三
条
関
係
） 



  

一
三 

 
四 

そ
の
他 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


